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一般社団法人燕西蒲労災防止協会 



 

常勤役員の就業に関する規程 
 

 

この規程は、一般社団法人燕西蒲労災防止協会の常勤役員の就業に関する事項を定め

たものである。 

1.勤務等 

  勤務時間、休日、特別休暇等については職員の就業規則に準じる。 

2.報酬については次のとおり支給する 

  1)報酬(給与)は、別に定める。 

  2)退職慰労金は、別に定める。 

3.退職 

  常勤役員の在任は 70歳到達日に属する任期満了日までとする。 

  ただし、専務理事その他これに相当する職にあるもので特別の事情がある場合、こ 

の限りでない。 

この場合においても 73歳到達日に属する任期満了日までとする。 

附 則 

  １．この規程は平成 15年 12月 13日から施行する。 

  ２．この規程は平成 25年 2月 2日から施行する。 

  ３. 第 3条の規定は、令和 4年 4月 1日から改正施行する。 



 

 

常勤役員報酬・退職慰労金規程 

 

(目  的) 

第1条 この規程は一般社団法人燕西蒲労災防止協会の常勤役員の報酬(給与)及び退職 

慰労金について定める。 

 (報酬の区分) 

第2条 役員の報酬は、年俸及び通勤手当とする。 

 (給与の支払い方法及び支給日) 

第3条 1.報酬は、月額及び期末(夏期及び年末)に支給する。 

2.月額給与は毎月 25日に支給し期末分は職員の賞与の支給日に支給する。 

    なお、支給日が休日に当たる時は順次繰り上げる。 

    3.新規に就任の場合におけるその月の給与は、その任命の日から日割り計算により

支給する。 

    4.退職した場合におけるその月の給与は、最後に出勤した日までとし、日割り計算

により支給する。 

 (端数の取り扱い) 

第4条 給与の計算に当り円単位未満の端数が生じた時は、計算の終わりにおいて円単位 

に切り上げる。 

 (報  酬) 

第5条 常勤役員の報酬は、別表のとおりとする。 

(通勤手当) 

第6条 通勤手当は、勤務地の最寄の駅から居住地の最寄の駅の通勤に要する運賃等に 

相当する額とする。ただし、片道 1.5ｋｍ未満は支給しない。 

  (退職慰労金) 

第7条 退職慰労金は、次のとおりとする。 

1.退職慰労金は、次の基準額に当該役員在職年数に応じて計算する。 

在職１年につき、専務理事 150,000円 

在職１年につき、常務理事 100,000円 

   2.役位以上に在任した場合は、相応役位の基準額による算出額とする。 

     在任年数に１年未満の端数が出たときは月割りを持って計算、１ヵ月未満は 

１ヵ月として計算する。 

   3.当該役員の勤務形態が週１日以下の出勤の場合は、通常の計算の半額を目途と 

する。 

   4.退職慰労金は協会の財務状況により、正副会長会議の決定に基づき支給金額を 

増減又は支給しないこともある。 

 

附則１．この規程は平成 13年 4月 9日から改定（役員報酬）施行する。 

２．この規程は平成 17年 12月 2日に改定（役員報酬内規）施行する。 

３．この規程は平成 19年 11月 20日に改定（役員報酬）施行する。 

４．この規程は平成 23年 11月 5日に改定（役員報酬）施行する。 

５．この規程は平成 25年 2月 2日に改定（役員報酬）施行する。 

６．この規程は平成 25年 4月 1日に改定（団体名称変更）施行する。 

７．この規程は平成 26年 7月 28日に改定（退職慰労金）施行する。 



 

別表 

 

常勤役員の報酬支給基準 

 

１.役員報酬は正副会長会議によって決定する。 

２.支給基準は役員別に支給基準を定め、上限、下限の範囲内で行う。 

３.職務執行者が自主的に報酬を辞退する場合に限り、決算の結果をみて職務執行者の 

 判断に基づき解除する。ただし、事後、会長に報告するものとする。 

４.当年度剰余金が生じた場合、剰余金の金額を勘案して、当年度の増額相当額を補正 

処理するものとする。 

５.役員の報酬は必要により見直すことがある。 

役員の報酬基準 

 
専務理事 常務理事 理 事 

2,600,000～3,840,000円 2,400,000～3,600,000円 300,000～500,000円 

① 年齢、経験、知識等を勘案し、その都度決定する。 

② 上限は職員給与とのバランスを考慮して決定する。 

③ ６０歳未満については、上限基準を参考にして決定する。 

 

附 則   

１．この規程は平成 17年 12月 2日改定実施する。 

２．この規程は平成 25年 2月 2日改定実施する。 

 


